
                                  

 

令和２年５月２７日      

水道加入者の皆様へ 
                   一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団 

                企 業 長  小 嶋 崇 嗣 

水道料金等のコンビニ納付について 

 令和２年５月納付書発送分から、水道料金等がコンビニエンスストア（以下「コンビニ」）で納付可能と

なりました。納付書に記載されているコンビニであれば全国どこでも曜日や時間を気にせずにお支払いが

できます。 

次のような納付書はコンビニでお支払いできません。 

・納付書 1枚あたりの金額が 30 万円を超えるもの 

 ・金額を訂正したもの   ・破損・汚損等によりバーコードが読み取れないもの 

 ・バーコードが印刷されていないもの  ・旧納付書で発行されたもの 

利用できるコンビニ 

ＭＭＫ設置店 くらしハウス コミュニティ・ストア 

スリ－エイト 生活彩家 セイコ－マート 

セブン－イレブン タイエ－ デイリ－ヤマザキ 

ニュ－ヤマザキデイリーストア ハセガワストア ハマナスクラブ 

ファミリ－マ－ト ポプラ ミニストップ 

ヤマザキスペシャルパ－トナ－ショップ ヤマザキデイリ－ストア－ ロ－ソン 

ロ－ソンストア 100   

スマホ決済アプリによる納付について 

 令和２年５月納付書発送分からスマホ決済アプリ【みやぎんＰａｙ、ＰａｙＰａｙ（請求書払い）】を利

用してのお支払いができるようになります。納付書のバーコードをスマートフォンで読み取ることで、直

接お支払いができます。 

注1 コンビニ支払対応のバーコードが印字されている納付書に限ります。 

注2 領収書は発行されません。必要な場合は水道企業団、金融機関もしくはコンビニでお支払いくだ

さい。 

注3 お支払いが完了したら、二重納付とならないように、納付書は必ず破棄してください。 

※ アプリダウンロード後、登録、ご利用方法など詳しくは、宮崎銀行ホームページまたは PayPay ホ

ームページをご覧ください。 

 

口座振替日及び再口座振替日の設定並びに再口座振替通知書の廃止について 

使用月 3.4 月分 5.6 月分 7.8 月分 9.10 月分 11.12 月分 1.2 月分 

口座振替日 6 月 1 日 7 月 31 日 9 月 30 日 11 月 30 日 2 月 1 日 3 月 25 日 

再口座振替日 6 月 15 日 8 月 17 日 10 月 15 日 12 月 15 日 2 月 15 日 4 月 15 日 

口座振替日は奇数月の末日です。（3 月は 25 日）金融機関が休日の場合は翌営業日が振替日です。 

再口座振替とは、通常の振替日に振替ができなかった利用者に対して、再度口座振替を行うものです。 

再口座振替日は従来偶数月の末日となっていましたが、偶数月の 15 日に変更となります。 

変更に伴い再口座振替通知書は廃止になります。 振替前日に残高の確認をお願いします。 



   納付書の様式変更について 

    コンビニ収納開始に伴い、令和２年５月発行分から、右側が領収証書タイプの納付書に変更となりました。 

 

新しい納付書（見本） 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道料金請求書兼領収証書 
（納付後のお客様控え） 

水道料金納入書 
（納付後の金融機関、 

コンビニ店舗控え） 

納入済通知書 
（納付後の水道企業団、コンビニ本部控え） 

スマホ決済アプリ【みやぎん Pay、

PayPay（請求書払い）】でのお支払いは、

このバーコードを読み取ってください。 

納入期限 
◎ 納入期限内のお支払いをお願いいたします。 


